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上記審 査請求人（以 下「請求人」 という。卜 から平成２２年１１月２９日に請求のあっ
た㎜ 福祉事務所長气以下「処分庁」という。）の生活保護法:（昭和２５年法律第１４

４号。以 下「法」という。）第２６条の規定による平成２２年１０月３日付け生活保護廃
止処分べ以下「本件処分」とい う。‘）ﾀに゙係る審査請求について、次のとおり裁決します。

平成２３年９月２８日

主

宮崎県知事　河野　俊齣

文

本件処分のうち、医療扶助に相当する部分を取り消す。

理 由

１　 審査 請求 の趣 旨及 びその 理 由　　　　　　　 卜

本件 審 査請 求め趣 旨は 、 処分庁 が請 求人 に対 して行った 本件処 分について取消 しを求

め るも ので あっ て、そ の理 由 は次 のとお りであ る０.1` 　　　　li　　l　　　　　　　｀.　` 　　　・



（↓ ）卜 法 は 「被 保 護 者 は 、l正 当 な 理 由 が な け れ ば 、 既 に 決 定 さ れ た 保 護 を 、 不 利 益 に 変 更

さ れ る こ と が な い 」 と して 不 利 益 変 更 禁 止 の 原 則 を 定 め て い る （法 第 ５ ６ 条 ）。 そ し

て 法 は 、 い っ た ん 開 始 さ れ た 保 護 を 停 止 又 は 廃 止 す る場合 に つ い て ３つ の場 面 し か 想

定 し て い な い 。 す な わ ち 、 ① 要保 護 性 が 消滅 し た 場 合 （法 第 ２ ６条･）、 ② 指 導 指 示 等

に 違 反 し た 場 合 （法 第 ６ ２ 条 第 ３ 項 ）、 ③ 立 入 調 査 を拒 否 し 又 は 検 診 命 令 に 違 反 し た

場 合 （法 第 ’28 条 第 ４ 項 ） だ け 亡 あ る。 本 件 にお い て は、 請 求 人 は 、 処 分 庁 の 指 導 指

一 示 等 に 違 反 し た こ と は な く （② ）、 立 入 調 査 を 拒 否 し たこ ど も 、 検 診 命 令 に違 反 した

卜 こ と も な い （③ ）。 し た が っ て 、 ① 請 求 人 の 要 保 護 性 が 消 滅 し た か ど うか が 問 題 と な

る 。　　　　　　　　　 ．
Ｉ ･● 

●　　　　　　・　　　　　Ｉ．　　　　　　　．Ｉ　。　　　。　・　　　’

請 求 人 は 平 成 ２ １年 １月 頃 か ち 体 調 不 良 の た め 働 い てお ら ず 、 現 在 、 医 師 か ら は稼

働 不 能 と 診 断 され て い る。 ま た 、J現 在 め 預 貯 金 は 残 りわず か で あ り 、 手 持 金 はほ と ん

ど な い 。 こ れ ま で の 処 分 庁 に よ る 法 に 基 づ く調 査 にお い て も、 請 求 人 に 資 産 及 び 収 入

が な い こ と ほ 吶 ら か と な ら て い る。 資 産及 ぴ 収 入 の 状 況 か らす れ ば 、㎜ 市に お け る

｀ 最 低 生 活 基 準 （法 第 ８条 第 １項 の 規 定 に よ り厚 生 労 働 大 臣 が 定 め て い る 「生活 保 護 法

7に よ る 保 護 の 基 準 」（昭 和 ３ ８ 年 厚 生省 告 示 第 １ ５ ８ 号 ）ヽ の こ と と解 され る。 以 下 同

じ 。） を 下 回 っ て い る こ と は明 ら か で あ り 、 ま た 、 請 求 人 に 能 力 ・資 産 の 不 活 用 は な

l,丶。

（２）請求人は、退院後も㎜ （㎜ のことをいう。｡以下同じ。）を㎜

受けなければ生命の危険がある状況にある。請求人は重度心身障害者医療費受給資格
者証と特定疾病療養受領証を保持しているものの、づ自己負担があるレ しかもいったん

2,  5  0 0 円を支払うた後に1,  5  0 0 円が戻ってくるという仕組みになっており、
上記のとおりl 収入がなく、手持金のない請求人は、２，５００円の医療費（㎜

● 費用）分すら支払うこ とができない。薬扁にも未払の代金がたまっていっている状
態である。このままでは、㎜ を受けることができず、生命の危険にさらされて

Iしま う。二したがって、請求人が依然として急迫状態にあることは明らかである。
請求人は家賃を払えるだけの資力がないため、やむなくボランテ彳ア団体の管理す

る建物（もともとは無料低額宿泊所であった建物）≒に居させてもらっている状態であ
る。同所降、あくまでも一時的に住まい含提供する施設であ､つて、本来長期閧滞在す
るこ とを予定しているもめではない。しかも、同所を管理するボランティア団体（支

援者）も資金が枯渇している状態にあり、亅青求人に対しで、住居を提拱できなくなる
おそれがある。そうなった場合は、請求人は、路上生活者とならざるを得ない。この
ことからしても、請求人が依然として急迫状態にあることは明らかである。
処分庁は、詣求人に、入院中だけ保護を認め、退院すれば即、保護廃止としている

ことから分かるように、「退院したら急迫性がなくなる」と考えているようであるが、
これは全くの誤りである。在宅であっても、手持金がなくすぐに食べられなくなる｡状

一 況は、社会通念上放置できない状況であることはいうjまでもない。二その上、病院にい
る間は病状にあおせTだ食事が準備され、空調もコントロール卷れた空間で療養するこ

Ｉ　　　　　　　●　　１
とができる。実際、請求人は、入院中は、カロリ→制限と蛋白の制限を受けていた。
しかし、退院後は自力で㎜ を続けなければならないし、家具すらまともに揃っ



丶、

丶

ていない家で生活しなければならない。「入院していない限り急迫性はない」との考
えは処分庁独自の適正でない解釈にすぎない。
請求人は、現在、もと無料低額宿泊所だった部屋に､1人で暮らしているが、その家
の管理費用はボランティア団体（支援者）’が支払`つている。また、㎜ にかかる
医療費は√病院に頼み込んで支払を待ってもらうている状態である。食事も、ボラン
ティア団体（支援者）から何とか提供してもらっている状態である。卜　　　 厂
しかし、念のため付言するが、このような支援は請求人の権利でもなんでもなく、

請求人には支援者がいるから急迫状況ではないといえるものではない。請求人の窮状
を見るに見かねたボランティア団体の人々の援助で（最低限度以下であるが）、請求
大はかろうじて生存を維持できているのである。急迫状況にある請求人に対しては、1
本来行政の責任で保護をおこなわなければならないとこ ろ（法第２５条）､‘処分庁は
無責任にも民間人に肩代わりさせ続けているにすぎない。
請求人には急迫性があるのであり、それを民間人の負担でカバーさせ続けて処分庁
を免責するごとは許されない。　　　　　　こ　十 ∧

２　処分庁の弁明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　／
処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するよう求めるというものであって、そ
の理由は次のとお万りである。　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

（１）急迫状況とは、「生存が危うい場合その他社会通念上放置し難いと認められる程度
に情況が切迫した場合」と定義･されている。請求人は入院治療により㎜ を開始
し、通常の社会生活を送ることができる程度に回復し退院した。これにより「生存が
危うい場合」ないし「情況が切迫した場合」にないことは明らかである。したがって、
急迫保護の要保護性は消滅したといえる。

（２）請求人は、処分吟が平成■ 年●月・ 日付けでなした生活保禪申請却下処分の取
消しを求める訴訟を提訴し現在係属中であるが、同時に起こした仮の義務付け申立事
件については福岡高等裁判所宮崎支部にて即時抗告が棄却されている。この棄却理由

によれば、「また、抗告人は、●機能をぽじめ、その健康林態が著しく悪化しT（ おり、
無条件での生活保護の開始及び実施が認めちれなければ、抗告人に償うこ とのできな
い損害が生じる旨を主張するが、（中略）処分庁は抗告人から保護申請がなされた際

に、同人の病状等をその都度調査し、保護を必要とすべき急迫状況が認められる場合
には適宜の保護を実施しているj 、「抗告人がいまだ暴力団員として認定1されている
以上、処分庁による、急迫状況にある場合に保護場面を限定するという取扱いは、基
本的に本件通知（平成１８年３月３０日厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に添
うも’のであり、裁量権の範囲内とい うべきである」と認めている。　　　　　　 ＼

もし、ず［き続ぎの保護が必要であれば、通常の斐活保護の手続により要否判定する

こととなる。



３　請求人の反論　　　　　　　　　　　 、
処分庁の弁明に対する請求人の反論の趣旨は。それぞれ次のとおりである。卜

（１）法第４条第３項にいう「急迫した事由がある場合」とは、「生存が危くされるとか、

その他社会通念上放置し難いと認められる程度に情況が切迫している場合」とされて
いる（小山進次郎「改訂増補　 生活保護法の解釈と運用」（以下「解釈と運用」とい

う。）ぐ1 2  2 頁）。ちなみに、法第４条第３項は、「必要な保護を行うことを妨げるも
のではない。」と規定してい1るが、法第２５条第１項が「保護を開始しなければなら
ない」と規定していることから、法第４条第３項の急迫事由による保護も義務的なも

のであることには全く争いがない。卜
この点について、処分庁は、､請求人は入院治療にJこり㎜ を開始し、通常９社

会 生 活 を 送 る こ と が で き る 程 度 に 回 復 し 退 院 し た こ と に よ り 「生 存 が 危 う い 場 合 」 な

い し 「情 況 が 切 迫 し た 場 合 」 に な い こ と は 明 ら か で あ る と し て い る 。

し か し な が ら卜 以 下 に 述 べ る と お り 、 処 分 庁 の 評 価･ （あ て は め ）･は 誤 り､で あ る 。

ア 皿 を 受 け る こ と に よ り 、 通 常 の 社 会 生 活 を 送 る こ と が 變 き る 人 は い る 。 し

か し 、 そ
れ は あ く ま で もｰ 「㎜ を 受 け る こ と が 確 実 に で き る 」 と い う こ と が 前

提 で あ る 。 そ も そ も
㎜ を 受 りTる こ と が で き な け れ ば 、 通 常 の 社 会 生 活 な ど 送

れ な い の で あ る 。　 ■■　　　　　　　　。
、　　　・　　　．Ｉ　　　　　。　　・　　　・　　　ＩＩ　　　　　　’･。

ま た 、
㎜ は 、 ㎜ に 陥 っ た 患 芦 が ㎜ に な る ’こ と を 防 止 す る た め に 行

わ れ る も の で あ る が 、 請 求 人 は 、 生 命 維 持 の た め に 今 後 も㎜ （㎜j の

皿 が 必 要 と さ れ て り る ． 他 に √ 請 本 人 は ヽ
㎜( ㎜)

４　　　　　　　　　　　ａ　　　　　　　　　-．　　　　　　　　　　　　　　 ・
の基礎疾患として㎜ を有しており、｡㎜ の治療
㎜ ）も併せて行わなければならない。　 ノ
イ　 審査請求書で述べたとおり、これらの治療を行うための費用を賄うだけの具体的
収入は、請求人はない（この点について処分庁が争ったことは一度もない。処分庁
が主張しているのは、請求人が「警察かも暴力団員と認定されている」との事実か
ら「暴力団員であれば違法｡･不正な利益を得ている」と判断してい‘る（思いこんで

いる）だけ變あって、請求人が現に違法・不正な利益を得ているとの証拠はどこに
もない。）。そうすれば、退院したとの一事をもって生活保護を廃止してしまえば、
必然的にこれらの治療を受けることができずに、「生存が危うい状況」に陥ること
は明らかである。これらのことからすれば、請求人が「社会通念上放置し難いと認

めちれる程度に情況が切迫」しているといえるのは明ちかである。

（２）処分庁は、請求人が仮の義務付け申立てに対する平成四 年●月㎜ 日の福岡高等
裁判所宮崎支部の決定（平成㎜ 叫（㎜ ）第●号仮の藕務付けの申立却下決定に対

する即時抗告事件。以下「高･裁決定」とい う･。）を引用して、引き続きの保護が必要
であれば、通常の生活保護の手続により要否判定するこ とになると主張する。
しかしながら、以下に述べるとおりぺ 処分庁の高裁決定の解釈は誤り､である。　　＼

ア＼そもそも、｡高裁決定のどこを読んでも、r 引き続きの保護が必要であれば、通算
の生活保護の手続により要否判定することになる」との判断は出てこない。　　 ＼

イ　本件審査請求は√本件処分の違法・不当々 争ってい 乱 すなわ 仏 法 は、r被保



護 者 は、正 当 な理 由がな けれ ば 、既に 決 定 され た保護を、 不利 菻に変 更され ること

が な‘い」 とし て不利 益変 更禁 止 の原 則 を定 めてお り （法第 ５６条）、いり た ん開始
■　　　　　　　ノ　　　　　　　　　・　　　　　　　’　　　　　　　　　　｜さ れた保 護 を停 止又 は廃止 す る場合 につ い ては 、①要保 護性が 消滅 した場合 （法第

２ ６条 ）、 ②指 導指 示 等 に違 反 し た 場合 （法 第 ６２条第 ３項 ）、③ 立入 調査 を拒否

し 又 は検 診命 令に違 反 した場 合 （法 第 ２８条第 ４項） の三つ の場 面 しか想 定してい

な い ところ 、本 件処 分にお い ては 、､請 求人 は、 処分庁 の指導指示 等に違反 したこと

は な く （②）、 立入 検 査を拒 否 し たこ とも 、検 診･命令 に違反 したこ ともない 尚（③）

ので 、① 請求人 の 要保護 性 が消滅 したか ど うか が問題 となる のである。

一 方 、 仮 の義 務付 けで は 、、「そ の義 務付 け の 訴 えに係 る処分 につ き、行政庁 がそ

の 処 分をす べ きであ るこ とが そ の処分 の根 拠 となる法令 の規 定から明 らかやあ､ると

認 め られ 又 は行政 庁 がそ の処 分を しない こ とがそ の裁 量権の範囲を 超え若しくはそ

の 濫用 とな る と認 め られる とき」（行政 事 件 訴訟 法（昭 和 ３ ７年 法律第 １３ ９号）

第 ３７の ３第 ５項） にあ た る か どうか が問題 となってい る。 これは 行政庁 がい まだ

第 一 次的判 断権 を行 使 してい ない 段階 におい て 、裁判所 が義務付 け判 決を し、行政

に 対 して作為 義 務を 課す こ とを正 当化 し うるには 、そ の不作為 が単に違法 と判断 さ

れ るだけ では 足 りず 、そ の違 法が一 見 して明 らかであ ることが認 められる必要があ

る との 考え方に よ るもの であ る。　　　　　　　　　　　　　　　　 －卜

したがっ て 、そ もそ も本件 審 査請求 と仮 の義 務付け では判断 の対象 が異な るので

あ り （本件 審査 請求 で は要保 護性 が消 滅し たか否 かだ けが問題 なのであ り、本 件処

分 が 処 分庁 め裁 量権 の 範囲 内 か､否 か が問題 とな ってい る わけ ではない 。）、 本件審

査請 求で 高裁 決定 を引用 す るこ とは誤 りで あ る。　　　　 … …
ま た、 高裁 決定 の時 点で は 、請求人 は㎜ をまだ受け てお らずﾐ 警 察。暴力

団 認 定がい か にず さん であっ た かも明 らか になって い ない （警察の暴力団認 定がず

さ んであ った こ との 証拠 は、 高裁 決定後 に 請求人か ら本案 裁判所 に提 出してい る）。

した がっ て、 現時 点 にお い て高 裁 決定 を 引用す るこ と自’体 誤 りである。＼

４　 請求人 の 口頭 に よる意 見陳 述　　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　 ’

請 求人 の 申立 てを 受け √平成 ２２年 １ ２月 ２ ７日に実施 した本 件審査請求に係 る口頭

意見陳 述 におい て 請求 人 が補充 した主 張は 次の とお りである。

処分 庁 は √警察 が 暴力 団 員 と認 定し てい るか ら、 と､い う根 拠だけで 、本件処分を行っ

てい る､。 一 方 、警 察の方 も、特段 理 由を 示 す こ とな く暴力 団員 としてい る。 もし、それ

で生 活 保護 が受 け られ ない のであ れ ば･、請 求人 に対 し、暴力 団 に戻れ とい う風に言り 七
い ると しか 考え られ ない。 し かし な がら、 請求 人は 決してそ の よ うなご とは望 んでお ら･丶　　　　　　　　　　１．　　　　　　１　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　．Ｉ
ず 、 も し本 却 こ暴力 団 か らの支 援 があ ぬの であ れば、 わざ わざ審査請求や 別件め裁判 な

どしで い ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

５　本件処分の執行停止について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
なお、本件審査請求と合わせて請求人から平成2 2･年１ １ 月 29=日付けであった本件



処分に係る執行停止の申立てについては、処分庁の意見をしん酌の上、審査した結果、
平成２２年１ ２月 ２４日付けシレイ241-2121 「執行停止申立てに対する決定
書」のとおり、当庁の裁決があるまでめ間、/本件処｡分のうち、医療扶助に相当する部分
についてそめ効力を停止し、その余の部分についての執行を停止しない旨決定している
ところである。　　　　　　　＼　　　　　　　　　　、　　　　　　　＼

６　 審査庁 の判断　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

（１） 審 査 請求 の趣 旨及び そ の理由 （１）、饋 求人 の反 論 （2･ ）及 び 口頭 意 見陳述にお け

る主張 につい て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 し
一法第 ４条 第 １項 の規 定によ り、「保 護は 、 生活 に困窮 す る者 が、その利 用し得 る資

産、 能力 そ の他 あら ゆるものを 、そ の最低 限度 の生活 の維 持 のために活用す ることを

要件 として 行 われ るｆ とされて いる。 法 第４条 は、生活保 護制度 にお け る原理原則 の

1.つで あ る保 護 の補足性 の原 理 につい て規 定した ものであ り、い かなる者であって も、

保護 を受 けるた め には 同条に 定 める補足性 の要 件、す なわち資 産、収入 、稼働 能力 そ

大 の他 あら ゆる ものを活用す る とい う要件を満 たすこと が必要と されてい る。　゛

し そ して 、法 第 ２６条 の｡規 定に よ り、「保護 の実 施機関は､♪ 被保 護者 が保護 を必要と

しな くな っ たとき は、す みや か に、保護 の停止 又は廃止を決 定し、書面 をもって、こ

れ を 被保 護者 に 通知 しな ければ なら ない 」 と されてい る。卜「解 釈と 運 用」 によれば、

＼　 こ こでい う 「保護 を必 要としな くなっ たと き」 とは、､被保護 者が法 第４条第１ 項に規

定す る要件 を満 たさな くな り、 保護を 継続 実施す べき状態 でなくなっ た場合を い うと

さ れてい る。　　　　　　　　　　 ｀　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　 レ

・　　 と ころ 懲、暴力 団員 に対す る生活保 護 の適用 について は √厳正な 対応を行い 、市民

の 理解 と支 持 が得 られ’るよ うにす る必 要が あ るこ とから 、［暴力団員 に 対する 生活 保

し ］護 の適 用 につい て」（平成 １ ８年 ３月 ３０ 日社援 保発第033000 2 号厚生労働省

社 会 ・援 護 局保 護課 長 通知 。 以 下 「厚 生労 働省 通知」 とい う。） によ り取扱い が示 さ

れて い るとこ ろであ る が、こ の厚 生労働省 通知 の１の （２） によれば 、保護 を申請し

た者 が暴力 団員 懲あ る場合 、保護 の要件 を満 た さない もの として、急迫 した状況 （生

存 が危 うい場 合そ の他社 会通念 上放置 し難い と認 められる 程度に情況 が切迫してい る

場 合 をい う。 以下 「急 迫状 況」 とい う。） にあ る場合を除 き 、申請を 却下 すると とと

＼し 、 また、 保護受 給中 に、被保護 者 が暴力団 員で あるこ とが判明し た場 合に も、同様

卜　 の考 えに基づ き保護 の廃止 を検討 す ること と されてい る。　　　　　　　　 ▽

／こ のこ とを踏 まえれ ば､厂急迫 状況 にあ ると して 生活保護 を適用 していた暴力団員 に
¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　ｊ

つ い て 、そ の後 急迫状況 にない ご とか認 めら れた場合 、暴力団員 は保護の 要件 を満 た

さな い ので 生活 保護 を適用 しない とい う原 則 に立ち戻 り、保護 の要件を満 たさない当

該 暴力団員 は保 護を 必要 としない もの として 、法第２６条の 規定に より保護 を廃止す

る ことに な るもの と判 断 される。　　　　　　　　　　　　　　 二

こ;れを本 件処分 に､つい てみる と、処 分庁 は、適宜、･宮崎県警 察に 請求 人の暴力団員

該 当 性 につ い 七情報提 供依 頼を 行っ てい るこ と 、宮崎 県警 察は処分庁 に対 し 、「暴力

゛ 団 排 除 等 のた めの部 外へ の情報提 供 について 」（平成1 万２年 ９月４ 日警 察庁 丙暴暴一



●　　　　　　　　　　　　　　　●･　　　　　　
。　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。発 第 １ ４ 号 警 察 庁 暴 力 団 対 策 部 長 通 知 。 以 下 「警 察 庁 通 知 」 と い う。） に 基 づ い て 哢

求 人 の 暴 力 団 員 該 当 性 に つ い て の 情 報 提 供 を 行 っ 七 い る こ と 及 び 処 分 庁 は こ め 宮 崎 県

警 察 か ら の 情 報 提 供 に 基 づ き 、 請 求 人 を 暴 力 団 員 と 判 断 し て い る こ と が 認 め ら れ る 。

・ 宮 崎 県 警 察 か ら の 情 報 提 供 が 警 察 庁 通 知 に 基 づ い て 行 わ れ て い る こ と を 踏 ま､え れ ば 、

処 分 庁 が こ の 宮 崎 県 警 察 か ら の 情 報 提 供 に 基 づ い て 請 求 人 が 暴 力 団 員 で あ る と 判 断 し

・ た こ と は 合 理 的 な 裁 量 権 の 範 囲 内 に あ る も の と 判 断 さ れ る 。　　　　　　　　 ダ ：

く　 請 求 人 は 、 本 件 処 分 に つ い て は 請 求 人 の 要 保 護 性 が 消 滅 し た か ど う か が 問 題 と な る

とこ ろ 、 請 求 人 は 稼 働 能 力 が な く 、 資 産 や 収 入 が な い こ と は 明 ち か で あ る か ら 、 宮 崎

市 に お け る 最 低 生 活 基 準 を 下 回 っ 七 邦 り 、 稼 働 能 力 及 び 資 産 め 不 活 用 は な い 旨 主 張 す

る か 、 処 分 庁 が 暴 力 団 員 と 判 断 し た 請 求 人 に つ い て は 保 護 の 要 件 を 満 た さ ず 、 急 迫 状

況 で な い 限 り 、 保 護 を 要 し な い も の と し で 法 第 ２ ６ 条 の 規 定 に ょ り 保 護 を 廃 止 さ れ る

べ き ＼か の 占 判 断 さ れ る
。 よ う て 、

・ 市 に お け る 最 低 生 活 基 準 を 下 回 っ て しヽる こ と 並

び に 稼 働 能 力 及 び 資 産 の 不 活 用 が な い こ と を も っ て 請 求 人 に は 要 保 護 性 が あ る と す る

請 求 人 の 主 張 は 理 由 が な い 。　
●･　　　　　・　　　●

｀　　・　　 ’　　　・　　　　　　　・　　　　　
・　　、　　’

・

な お 、 請 求 人 は 、 警 察 の 暴 力 団 認 定 が ず さ ん で あ る 、 特 段 理 由 を 示 ず こ と な く 請 求

人 を 暴 力 団 員 と し て い る 等 、 警 察 か ら 提 供 さ れ る 暴 力 団 員 該 当 廏 に つ い て の 情 報 の 正

当 性 に 関 す る 主 張 も し て い る が 、 警 察 か ら 提 供 さ れ る 暴 力 団 員 該 当 性 に つ い て の 情 報

そ の も の が 違 法 又 は 不 当 で あ る か ど う か に つ い て は 当 庁 の 判 断 す る と こ ろ で は な い か

ら 、 こ の 点 に お け る 請 求 人 の 主 張 は 失 当 で あ る 。　　　　　　　　　 卜　　　　　 ∧

（２）審査請求の趣=旨及`びその理由､（２）及び請求人の反論（１）について

法第４条第３項の規定により、同条第１項及び第２項の規定による保護の補足性の
■　　　　　　　・　　　１　　　　１原理は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではないと

されでいる。･「解釈と運用」比よ れば、ここでいう「急迫した事由がある場合」とは、
「生存が危くされるとか、その他社会通念上放置し難いと認められる程度に情況が切

迫している場合」、と､され。厚生労働省通知の１の（２）にある「急迫状況」もこれと
同義であるから、保護の要件を満たさないものとする暴力丿団員が急迫状況にあると認

められる場合、その状態が解消するまでり間は保護を適用するとする厚生労働省通知
による取扱いは、法第４条第３項の趣旨に沿ったものと言える。

「解釈と運用」によれば、法第４条第ご3項 は、法第１条に規定される法の目的に従
えば当然導き出される解釈を特に明らかにした入念規定とされていることから、同項

＜の運用にあたっては当然このことを踏まえて行われるべきであるが、その一方、「急
迫状況」の安易な拡大解釈によって同項が運用されることになれば、生活保護制度の
原理原則のｉつである補足性の原理が実質的に損なわれて有名無実となる恐れもある

ため、この点についても留意する必要がある。「解釈と運用」においても、「単に最
低生活の維持ができないというだけでは、必ずしもこの場合（急迫した事由がある場
合）に該当するとはいえない」とされているところである。

犬　ただ、具体的に どのような場合が急迫状況に該当するのか、法令はもとより、「生
活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生省発社第12  3

号厚生事務次官 通知）､√「生活保護法による保護の実施要領にづいて」（昭和３８年４



月１日社罘第２４６号厚生省社会局長通知）、「生活保護法による保護の実施要領の

取扱いについて」（昭和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知）等、
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）’第２４５条の９第１項及び第３項の規定によ

る処理基準として厚生労働省が発出する関係通知にも示されていないため、保護の実

施機関が個別に判断することになるが、少なぐとも収入及び資産のないことのみをも
って急迫状況であると判断されるものではない。　　　　　　　　　　　　　　　　 。

これを本件処分についてみると、次の事実が認められる。　レ　　　　　　　　し
ア　処分庁は、平成２２年４月に請求人が㎜ と診断されている医療機関から
▽の検診書を受理していること。　　　　　　　　　　　　　　二
イ　 請 求 人 ほ 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ２ ３ 日 に

㎜
病 院 を 受 診 し 、 体 調 不 良 を 訴 え 、 検－　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

査 の結果 、同病 院 に入院す るこ とが決 まっ たが 、実際に 請求人 が入院 したの は平成

ダ ２２年 ７月2.6 日であ るこ と。　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 ・

ウ　 処分庁 は 、平成 ２ ２年 ７月 ２８ 日に、 請求人 が急迫状 況にあ る として、請求人が　　　 しｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　。入 院し た平成 ２ ２年 ７月 ２６ 日か ら保護 の適 用 を行 う保護開始 処分 をし てい るこﾚと。　　 ＼

エ　 外分庁 は 、平 成 ２２年 ７月 ２９ 日に㎜ 病院にお い て請求人 の病袂及 び入院　　　　　 ｙ
見 込期 間 を確認 してい るこ と。　　　　　　　　　　　　　　 づ　　　 ト

オ　 処分庠 は、I平成 ３２年８月 ９日に
㎜ 病院 からの連絡 によ り、 請余人 が平成 十

一…………………………………
２ ２年 ８月 ６日に受 けた 検査の結 果及 び退 院見込 を確認 して いるこ と。

ヵ　 処分庁 は 、平 成 ２ ２年 ８月 １６ 日に 請求人 が 処分庁 に来所 した 際、 請求人 から腫 ∧
㎜ を開始ず るこ とになっ た旨 の報告 を受宍げた こと。　 ・・　。･　　　

。・　　　　　　　　　 。・
奉　 請求 奏 は、平 吽 ２ ２年8j 月‾17 日か ら㎜ を開始 してい るこ と。

ク　 処 分庁 は、平成 ２ ２年 ８月 １ ７日に 、請求人 が ㎜ を開始 す ることにな･つた
こ とを㎜ 病院 か ら確 認 して い ること。二　　　　 ＼　　　　　　　　 ヽ

ヶ ヽ処 分庁 は 、平 成 ２ ２年 ８月 １８ 日に 、㎜ 病院 からの連絡 によ り、請求人が
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　｜　　　・同 年８月 １ ３日及 び ８月 １ ７ 日に受 けた検 査 の結 果を確認 しているこ と。　　　　　　　 ＼

コ　 処分庁 は、平成 ２２年 ８月 ３１日に 、請求 人 か ら、平成 ２２年 ８月 ９日付けで 再

交付を受けてい る身体障害者手帳（等級が「１級」、障害名が

と記載されているもの）の写しを受稈していること。
サ　請求人は、平成２２年７月２ ６ 日の入院直後は食事の摂取が十分できでいない状
況であったが、平成２２年９月下旬の時点では１日３食の食事を概ね摂取できるま
でに改善されていること。　　　　　∧

シ　平成２ ２年 ９月２ ２日に、請求大の主治医（当時。以下 ’「主治医」という。）は、

同年９月２１日に請求人が受けた検査の結果等をふまえ、退院予定日を同年1 （j月
２日に決定していること。　　　　　　　 ノ

ス　処分庁は、平成２２年９月βＯ日に、請求人が同年1卜O 月2 ″日に退院することに
なづ･だ旨、㎜ 病院から連絡を受けているこ と。

セ　請率大は、､平成２２年1 01一月 ２日に㎜ 病院を退院したこと・
ソ　処分庁は、平成２２年１０月３日付けで本件処分を行っていること。

夕　本件処分に係る決定通知書の決定理由には「平成2･2 年Ｉ「」月２日に退院し、急
▽迫状態帝脱したため、生活保護を廃止する」と記載されていること。



上 記 認 定 事 実 を ふま え て 判 断 す る に 、犬
ま ず 、 上 記 イ の とお り 、 請 求 人 は平 成 ２ ２年

ﾚ７升 ２ ３ 旧 こ
㎜ 病 院 を 常 診 し て 体 調 不 良 を 訴 え る も

ヽ 実 即 こ入 院 した の はそ の

３ 日･後 で あ る こ とが 聊 め られ る こ と か ら 、 少 な ぐ と もこ の時 点 で は生 死 を 争 う よ うな

緊 急 の 状 態 ま で は な か っ た も の と 判 断 さ れ る。 ま た 、 上 記 ウの とお り、 処 分庁 は 平成

２ ２ 年 ７月 ２ ６ 日 に 請 求 人 が入 院 し た時 点 にお け る 請求 人 の 状 況 を 急 迫 状 況 に あ る と

判 断 し た も（7?と 認 め ら れ る こ と か ら 、 本 件 処 分 時 にお い て 処 分 庁 が 請 求 人 を 急 迫 状 況

に な い と判 断 し た こ と に 違 法 又 は 不 当 な 点 が な か っ た か ど うか に つ い で は 、 こ の入 院

時 点 にお け る 請 求 人 の 状 況 が 相 対 的 な 意 味 に お い て １つ の 判 断 材 料 に な る も の と考 え

∧ られ る。　 Ｉ．　　　・・ ｒ　　　
’　
・　　　Ｉ　　●　　　　　　　

Ｉ　　．ａ　　ｌ　　　・
次 に 、 上 記 ス の とお り 、 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ２年 ９月 ３ ０ 日 に 、 請 求 人 が 平 成 ２ ２年

１ ０月 ２ 日 に 皿 病 院 を 退 院 す る 予 定 で あ る こ とを 確 認 匸 上 記 セ め とお り、 請
求 人 が 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 ２ 日 に 同 病 院 を 退 院 した こ とを 受 け 、 上記 ツ め とお り 、 平成

２ ２ 年10･ 月 ３ 日 付 け で 請 求 人 が 退 院 し 、 急 迫 状 況 を脱 し た こ と を 理 由 と して 本 件 処

分 を 行 っ｡て い る こ と が 認 め られ る 。 末 た 、 上 記 サ の とお り 、 請 求 人 は 平 成 ２ ２年 ９月

下 旬 の 時 点 で １ 日 ３食 の 食 事 を 概 ね 摂 取 で き る ま で に栄 養 摂 取 の 状 況 が 改 善 し 、 上記

シ の とお り 、 同 年 ９月 ２ ２ 日 に は 請 求 大 め 退 院 予 定 日が 同 年 １ ０月 ２ 日 に 決 定 され て
●　　　　’　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　ｉ・　　ｙ　　　　　　　　　　　　　　　ａ　ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■い る こ と が 認 めち れ るこ とか ら 、 本 件 処 分 時 に お け る 請 求 人 の健 康 状 態 は4 処 分庁 が

急 迫 状 況 に あ る と判 断 し た 上 記 イ の 入 院 当 初 と 比 べ て も、 入 院 継 続 の 必 要 性 が な く な

る 程 度 に 改 善 さ れ た 状 況 に あ っ た も の と判 断 され る。　　　 二
匸ふ し 夕 が ら

ヽ
上 記 キの と お り〕 請 求 人 は

ヽ
平^22^8 月 １ ７ 日 か ら㎜ を

八開 始 し 、 上 記 ク の とお り 、 処 分 庁 も 同 日 、 こ の 事 実 を確 認 し て い る こ とが 認 め られ る。
上 記 ア の とお り 、 請 求 人 は 上 記 イ の 入 院 以 前 か ら㎜ と 診 断 ざれ てお り 、 ま た 、

上 記 コ の と お り 、 請 求 人 は 身 体 障 害者 手 帳 に よ り㎜ と 認 定 さ れ て い る こ とか

ら す れ ば 、 い っ た ん 呷 始 さ れ た㎜ が再 び 不 要 とな るま で に● 俾 能 が 回 復す る こ

と は 見 込 ま れ な い と 考 え ら れ る こ とか ら 、 躋 求 人 は 、■ 江 南 病 院 を 退 院 した 場 合 で

あ っ て も 、 退 院 後 も
㎜ を 継 続 す る必 要 が あ り 、 ま た 。 処 分 庁 も そ の こ とを 認 識

し 得 る 状 態 に あ っ た と 判 断 され る。　卜　　　　　 ‥
皿 を 必 要 とす る者 が㎜ 夸受 け ら れ な かっ た 場 合 り 生 命 の 危 険 性 に つ い

て 、 具 体 的 な 所 要 日数 こ そ 一 概 に は 言 え な い も の の、そ の 危 険 性 の 早 期 到 来 が か な､り

・ の確 実 性 を も っ て 言 え る こ と は 争 い の ない と こ ろ で あ る。 ま た 、 当庁 の 調 査 に よれ ば、
主 治 医 は 、 請 求 人 が

㎜
を受 け られ な い 場 龠 、 １週 間 で 盛 入 甌 状 態 に 陥 る こ と1は

明 ら か で あ る と の所 見 で あ っ た こ と が 確 認 さ れ て い る。 上 記 見 解 や 主 治 医 の 所 見 を ふ 。
ま え れ ば 、

㎜ が 必 要 な 状 態 で あ る こ と が 郎 、 急迫 状 況 に あ た る も ので は ない が 、

た と え 請 求 人 の 健 康 状 態 そ の も の が 入 院 継 続 を 要 し ない 程 度 に 回復 し て い た と し て も、
皿 を必 要 として いる にも かかわ らず これを受 ける こ とができ 濕 廠 鮨であ る場
ｉ　　　　。　　　　　　　　，　・
合は、急迫状況の定義にいうところの、「社会通念上放置しがたい程度に情況が切迫
している場合」｡に該当する可能性が極めで高いものと考えられる。また、処分庁にお
いては、上記イの入院時点における請求人の状態を急迫状況と判断していることと比
較しても、そのように考えてしかるべきもめと判断される。　　　　＼
した芦つてヽ 先に裨ｇだとおりヽ 処分庁は請求希が退院した後も㎜ の継碑を



必要とすることを認識し得る状態にあったと認められるから、請求人の退院後、保護
の適用がなくとも、請求人が㎜ を継続できる状態であるかどうか調査の上でi、
請求人 が急迫状 況'でな くな った かど うか の判断 を すべき ところ、 本件処分 前にこれを

行っ た事実 は認 め られ ない。 よ っ て、こ の点 にお い て本件処 分は不 当で あ り、この限

りにお い て取消 しを免れ ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▽十

な お、 請求人 は罹珥 する疾病 の治瘴 上、㎜ の必 要性 が認 めら れるもの の、皿
㎜ を行 わないこ とそ のもの が直接 、急迫 状況 にある と判断 される もの ではない か

ら、 この点 にお け る請求人 の主 張は理由 がな く、 このこ とをも･つて 本件処分 を取 り消
・　　　　　　　　　・　　　　　　　　●　ａ　　　　　　　　　　　　　　　　・

す 理由 とはな らな い。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　 ∧

ま た、請求人 は、 請求人 の住居で ある ボランテ ィア団 体の 管理す る建物 が住 居とし

て提 供で きなく なるお それ があ り、そ うなっ た場 合 は、請求人 は、路 上生活者 となら

ざ るを得ず 、こ のこ とは急 迫状 況にあ ると主 張す る が、本 件処 分時 におい て、現 実に

請求人 が住居 を喪失 し た具体酌 な事実 は認 められ ないこ とか らし こ の点にお ける請求

人 の主 張は理由 がな く、ご のことを もって本 件 処分を 取り消す 理由 とはな らない。

（ ３ ） 結 論　　　　　　　　　　　　 ‥ 十　　　　　　　　 、　　　　　 ＼

Ｉ　　　・　、　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　｜以 上 の と お り 、ﾉ本 件 審 査 請 求 に お い て 、 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び そ の 理 由 （ １ ） に つ い

て は 理 由 が｡な い が 、（ ２ ） に づ い て 一 部 理 由 が あ る と 認 め ら れ る 。 よ っ て 、 行 政 不 服

審 査 法 （昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ６ ０ 号 ）ﾌ第 ４ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 主 文 の と お り 裁

決 す る 。　　 ∧　　　　　　　 ‥　　　　　　　　　　　　　　　　　 に

（教　示）　　　　　　　　　　 ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼二

この裁決に不服があるときは、この裁決があったこどを知った日の翌日から起算して３０
日以内に厚生労働大臣に再審査請求をすることができる。

また、この裁決があったことを知った|ﾖめ翌日から起算して６か月以内に、この裁決の前
提となる本件処分について、処分の取消しの訴えを処分庁を被告として提起することがヤき
る。なお、との裁決の取消しの訴えを宮崎県を被告として（被告の代表者は宮崎県知事とな
る。）提起することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥


